
 

都民による事業提案制度実施要綱 

 

 

決定 平成 29 年９月 28 日 29 財主財第 123 号 

改正 平成 30 年 6 月 28 日 30 財主財第 75 号 

改正 令和元年 5 月 27 日 31 財主財第 36 号 

 

 

 

１ 実施目的 

東京都（以下「都」という。）は、予算編成過程に都民一人ひとりの声を直接

反映させることで、従来の発想に捉われない新たな視点から都政の喫緊の課題を

解決することを目的として、都民による事業提案制度を実施する。 

 

２ 対象事業 

 (1) 対象事業の要件 

   次のアからエまでの全ての要件を満たすものを対象とする。 

ア 次の(ア)～(サ)、いずれかの分野に該当するもの 

(ア) 子育て支援 

待機児童の解消、保育サービスの充実、保育人材の確保・定着・育成など 

(イ) 高齢化対策 

在宅サービスの充実、介護人材の確保・定着・育成、介護予防の推進、認知症

高齢者への支援、高齢者の生きがいづくりなど 

(ウ) 働き方改革 

  長時間労働の削減、休暇取得の促進、働きやすい職場づくり、男性の家事・育

児への参加促進など 

(エ) 女性が輝く社会づくり 

  職場における女性の活躍推進、女性の再就職支援や就業拡大、結婚・妊娠・出

産・子育てまでの切れ目ない支援、女性のライフステージと健康に関する啓発

など 

(オ) エネルギー・資源対策、暑さ対策 

  省エネルギー対策、再生可能エネルギー導入促進、食品ロスの削減、レジ袋対

策、緑の創出・保全による暑さ対策、人口排熱の削減、クールスポットの創出

など 



(カ) 起業・創業支援 

  若者・高齢者等の起業・創業支援、起業・創業への機運づくり、ネットワーク

作りや具体的な活動への支援など 

(キ) 観光振興 

東京の観光資源開発、東京の魅力発信、インバウンド対応力の向上など 

(ク) 防災対策 

  地域防災力の向上、帰宅困難者対策、不燃化・耐震化・豪雨対策など 

(ケ) 空き家活用 

  空き家の発生抑制、空き家の有効活用、空き家の適正管理など 

(コ) まちの元気創出、ボランティアの促進 

  地域コミュニティの活性化、ボランティア活動の活性化、まちの安全・安心の

確保など 

（サ） 東京の活力を生み出す人材の育成 

  国際人材の育成、プログラミング教育の推進、イノベーション人材の育成など 

イ IoT、AI、FinTech等の最先端技術の活用、ビッグデータの活用、ボランテ

ィア若しくは地域コミュニティの活用、若者、女性、元気高齢者若しくは障

害者の活用又はゼロエミッションの取組など、従来の発想に捉われない時代

の変化に即した視点を有するもの 

ウ １事業につき２億円以内のもの 

エ 原則として単年度事業であるもの 

 

 (2) 対象事業から除外するもの 

   次のアからケまでのいずれかに該当すると認められるものは、対象事業から

除外する。 

ア (1)アに掲げる分野のいずれにも該当しないもの 

イ 営利目的又は特定の個人若しくは団体のみが利益を受けることを目的と 

するもの 

ウ 政治活動、宗教活動又は選挙活動を目的とするもの 

エ 現金給付又は施設整備を目的とするもの 

オ 公序良俗に反するもの 

カ 提案者の要件を満たさない者が提案したもの 

キ 都の施策として既に存在していると認められるもの 

ク 事業実施が不可能なもの 

ケ その他、対象事業としてふさわしくないもの 

 



３ 提案者 

 (1) 提案者となることができる者 

   事業提案を行う時点において、満 18歳以上であり都の区域内に住所を有する

者又は都内に通勤若しくは通学している者。単独でも複数名のグループでも提

案者となることができる。 

 

 (2) 提案者から除外する者 

   次のアからカまでのいずれかに該当する者は、提案者となることができない。 

 ア 東京都職員 

 イ 東京都政策連携団体(東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱第２

１にて定義される団体）職員 

 ウ 事業協力団体（東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱第２ ２に

て定義される団体）のうち東京都政策連携団体を除く団体の職員 

エ 東京都議会議員 

 オ 法人その他の団体 

 カ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第 77号）に規定する暴力団をいう。）関係者 

 

４ 提案方法 

 提案者は、事業提案制度を実施するために設けられた専用入力フォームへの入

力・送信又は別紙「都民による事業提案制度応募様式」に必要な事項を記載した

上で、都が指定した宛先へ送付し、事業提案を行う。 

 

５ 選定方法等 

(1)  選定方法 

事業提案の受付終了後、都において提案の内容を審査し、選定候補案を選出

した上で、都民が投票を行い、その結果を基に知事が選定する。事業内容及び

対象分野は、提案の内容及び趣旨を踏まえた上で都が修正・変更を行う場合が

ある。 

なお、提案内容の採択結果や評価などに対する個別の回答は行わない。 

 

(2)  審査の着目点 

 提案内容の審査は、次のアからオまでの項目に着目して実施する。 

ア 課題設定・解決策の妥当性 

・課題設定が明確であり、かつ、その解決策としてふさわしいものである    



か 

・地域に密着した課題の解決を図るものであり、かつ、広域的に効果が波 

及するものであるか 

イ 事業の効果 

・提案事業を行うことで、都民に対して大きな効果が見込まれるか 

ウ 新たな発想の活用 

・２(1)イに掲げる視点を有するものであるか 

エ  事業費の適正性 

・想定事業費に対して十分な事業効果が見込まれるか 

オ  事業の公共性 

・行政が行うべき公共性を有したものであるか 

 

６ 投票者 

 (1) 投票者の要件 

   投票を行う時点において満 18歳以上であり、都の区域内に住所を有する者。 

 

 (2) 投票者から除外する者 

 ３(2)に掲げる者 

 

 (3) 投票回数 

   都民一人当たり一回までとし、投票は取消不可とする。 

 

７ 結果の公表 

実施する事業案は、予算案の発表時に知事が公表する。 

 

８ 議会の議決 

  事業案は、東京都議会における議決をもって確定する。 

 

９ 権利の帰属 

  本制度において提案されたものに係る権利は、全て都に帰属するものとする。 

 

10 個人情報の取扱い 

 本制度により保有する個人情報については、東京都個人情報の保護に関する条

例（平成２年東京都条例第 113号）その他所要の規定に基づき、適切に処理する。 

 



11 その他 

  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。 

 

 

 

附 則 

この要綱は、平成 29年９月 29日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、平成 30年６月 29日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和元年５月 31日から施行する。 

 

 



別紙

注意事項
・※は記入必須項目です
・採択された事業提案の提案者に対しては、感謝状等の贈呈を予定しております。

　贈呈を希望される方は、電話番号・メールアドレスをご入力頂きますようお願い致します。

○ 応募者

　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

□男　　□女

※応募資格 □１、東京都内に住んでいる。　　　　　□２、都外から東京都へ通勤・通学している。

１を選択した方は自宅住所を、２を選択した方は通勤・通学先の住所を記入してください。

※暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団をいう。)

　関係者に該当しませんか。

　□該当しません

○ 応募事業（対象分野、想定事業費、期待する視点については、いずれか１つにチェックして下さい。）

□子育て支援　□高齢化対策　□働き方改革　□女性が輝く社会づくり　

□エネルギー・資源対策、暑さ対策□起業・創業支援　□観光振興　□防災対策　

□空き家活用　□まちの元気創出、ボランティアの促進　□東京の活力を生み出す人材の育成

□5,000万円以下　□5,000万円超から１億円以下　

□１億円超から1.5億円以下　□1.5億円超から２億円以下

□IoT、AI、FinTech等の最先端技術の活用　□ビッグデータの活用　　□ゼロエミッションの取組

□若者、女性、元気高齢者若しくは障害者の活用　□ボランティア若しくは地域コミュニティの活用　□その他

○アンケート
この提案制度を何で知りましたか（当てはまるものを全て選択してください）

□広報東京都　□東京都公式ホームページ　□財務局ホームページ

□ツイッターなどのＳＮＳ　□広告　□ポスター（どこで見ましたか：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※事業名

※郵便番号 ※住所

※生年月日(和暦) メールアドレス

東京都

電話番号※性別

「都民による事業提案制度」応募様式

職業

※対象分野

期待する視点

※事業の概要（最大200字以内）

※提案に当たっての現状・課題・背景（最大200字以内）

※事業を実施することによる効果（最大200字以内）

※想定事業費

事業の詳細（最大800字以内）

　ふりがな

※氏名
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